
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
《所得税・法人税》

～林業用機械等を取得する場合～

１．特例の対象者

２．特例の内容

2024年３月31日までに取得等をし、事業の用に供した減価償却資産で、取得価
額30万円未満の減価償却資産は、取得時にその取得価額の全額を一括して損金
（必要経費）に算入することができます。ただし、貸付け（主要な事業として行われ
るものを除く。）の用に供した資産は対象から除きます。

この特例により損金（必要経費）に算入できる少額減価償却資産の取得価額の
合計額は、年間300万円までとなります。

３．特例の効果

＜期首に林業用機械１基を20万円で購入するとした場合のその年度における効果＞

以下に該当する個人又は法人で青色申告書を提出する方が対象になります。

①個人の場合（中小事業者）

常時使用する従業員の数が500人以下の個人

②法人の場合（中小企業者等）

・資本金又は出資金が１億円以下の法人（常時使用する従業員の数が500
人を超える法人及び大規模法人の子会社を除く。）

・資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が500人以
下の法人

・森林組合、森林組合連合会、中小企業等協同組合で、常時使用する従業
員の数が500人以下の法人

方法 特例の場合 通常の場合 特例の効果

損金経理
できる金額

20万円（全額）
20×0.625＝12.5万円

（250％定率法・法定耐用年数４年）
7.5万円

お問い合わせ先
林野庁経営課組合事業班

（代表）03-3502-8111（内線6083）
（ダイヤルイン） 03-6744-2288
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